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（報告事項） 

 

松本都市計画の変更予定について 

（区域区分の随時見直しに関する都市計画変更） 

 

１ 趣旨 

  臨空工業団地（和田地区）に隣接する市街化調整区域の一部を市街化区域に編入

することについて、取組状況を報告するものです。 

 

２ 主な経過 

Ｓ４６． ５．１７ 区域区分の当初都市計画決定 

Ｒ ５．１１．１０ 第６３回松本市都市計画審議会にて、臨空工業団地（和田地区）

区域区分変更の予定について報告 

 ６． ６． １ 長野県が農林水産省との都市計画変更に関する事前調整開始 

１０．２５ 長野県と農林水産省との都市計画変更に関する事前調整完了 

１２． ４ 長野県が国土交通省との都市計画変更に関する事前調整開始 

         

３ 変更の概要等 

⑴ 区域区分の変更    資料１ 

⑵ 用途地域変更の概要  資料２ 

⑶ スケジュール     資料３ 

 

４ 今後の予定 

Ｒ ７． ２月上旬 松本都市計画公聴会開催 

 ７月下旬 松本市都市計画審議会（区域区分変更に係る市町村

意見聴取及び用途地域変更） 

 ９月中旬 長野県都市計画審議会（区域区分変更） 

１０月下旬 国土交通大臣協議 

１２月中旬 決定告示（区域区分変更・用途地域変更） 

 

第６５回 

松本市都市計画審議会資料 

Ｒ６．１２．２０ 

建設部 都市計画課 
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 松本都市計画区域区分および用途地域変更について 

１．区域区分および用途地域変更 変更案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大図 

資料１ 
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２．用途地域変更に伴う制限の変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農用地区域 

現状の土地利用状況 

工業専用地域 

臨空工業団地 

現状 変更後

市街化調整区域 市街化区域

なし 工業専用地域

　建築行為

 建物用途 開発許可により許可される用途のみ 工業専用地域において建築できる用途

 建蔽率
 ・容積率

建蔽率60％・容積率200％
（開発許可基準により制限あり）

建蔽率60％・容積率200％

 建物高さ
１０ｍ
（農業施設など施設機能上必要なものは景観評価
会の意見を踏まえ緩和が可能）

２０ｍ
（工業施設など施設機能上必要なものは景観評価
会の意見を踏まえ緩和が可能）

 形態・意匠等
景観形成基準「田園・集落系地域」を遵守
（松本市景観計画）

景観形成基準「工業系地域」を遵守
（松本市景観計画）

項目

土
地
利
用
規
制

　区域区分

　用途地域

資料２ 

20



 

 

３．事業スケジュールについて 

 

 

 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地元調整
開発行為等

国

長野県

令和5年度 令和6年度 令和7年度

松本市
素案の作成

事前調整

関東地方整備局

関東農政局

協議 回答

原案の作成

～

公聴会

関東地方整備局

関東農政局

協議 回答

計

画

案

公

告

縦

覧

都

計

審

都

計

審

法定

協議

関東地方整備局

協議 回答

決

定

告

示

開発事業者選定

（プロポーザル）
地元調整

測量・詳細設計

（開発事業者） 開発事前調整（松本市関係課調整）

開発許可申請

用地取得

造成工事

事前

協議

地元説明

資料３ 
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（報告事項） 

 

 

松本都市計画の変更予定について 

（松本市立地適正化計画の見直しについて） 

 

 

１ 趣旨 

居住機能や都市機能の誘導によりコンパクトなまちづくりを推進するため、平成

２９年３月に策定（平成３１年３月に一部改定）した「立地適正化計画」を、策定

からおおむね５年が経過したこと等によりに見直しを行うものです。 

 

２ 主な経過 

  Ｈ２９． ３ 松本市立地適正化計画策定（都市機能誘導区域） 

   ３１． ３ 松本市立地適正化計画の一部改定（居住誘導区域等の追加） 

  Ｒ 元.    松本市災害危険度判定調査の実施 

 ２． ９ 都市再生特別措置法の改正により立地適正化計画に定める事項と 

して防災指針を追加 

 ３． ６ 松本市ハザードマップを公表（1000 年に 1 度起る大雨） 

４． ４ 長野県が中小河川の浸水想定区域図を公表 

５ 第７回区域区分の定期見直し 

８ 松本市防災都市づくり計画の策定 

６．  ４ 松本市ハザードマップの更新（中小河川の浸水想定区域反映） 

 

３ 見直しの主な視点 

⑴  転入転出等による人口増減や商業、医療施設等の立地動向を分析し、目標の達

成状況を把握するとともに必要に応じた計画の見直し 

⑵  防災指針作成と松本市立地適正化計画への位置づけ 

⑶  防災指針に基づく誘導区域の見直し及び誘導施策検討 

 

４ 今後の予定 

⑴  令和６年度 

都市計画基礎調査等により、計画策定後の本市の都市構造上の変化等を分析す

るとともに、防災指針の策定の方向性を定めます。 

⑵  令和７年度 

都市計画審議会への報告、意見聴取を行いながら、防災指針を定めたうえで都

市機能及び居住誘導区域の見直し、また誘導施策の検討を行います。 

都市計画審議会資料 

６．１２．２０ 

建設部 都市計画課 
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